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復 命 書 

 

 

 平成３１年１月８日（火）から１０日（木）までの３日間、管外行政視察の 

ため、千葉県鎌ヶ谷市、茨城県土浦市、千葉県浦安市へ出張いたしましたので

復命します。 

 なお、詳細は別紙のとおりであります。 

 



平成３０年度 

八代市議会文教福祉委員会 視察報告書 

 

 

 

■視察日程 

  平成３１年１月８日（火）～１０日（木） 

 

 

■視察先 

  １月 ８ 日 午後  千葉県鎌ヶ谷市 

 

  １月 ９ 日 午前  茨城県土浦市 

 

  １月１０日 午前  千葉県浦安市 

           

 

■視察参加者 

【委員会】委 員 長  上村 哲三 

     副委員長  橋本 幸一 

委  員  金子 昌平 

委  員  鈴木田 幸一 

委  員  野﨑 伸也 

委  員  橋本 徳一郎 

 

【随 行】議会事務局 鶴田 直美 



■視察先及び目的 

 １ 千葉県鎌ヶ谷市 

  『適応指導教室「ふれいあい談話室」について』 

    さまざまなことで悩んでいる子ども達がいる。そのような悩みが原因となって元

気に登校できない子ども達もいる。さまざまな悩みを克服して、毎日元気に登校し、

楽しく学校生活を送れるようになることをめざす場とする事業を行っている鎌ヶ

谷市を視察することにより、今後の委員会活動に生かすことを目的とする。 

   

 

 ２ 茨城県土浦市 

  『障がい者基幹型相談支援センターについて』 

    障がいのある方やその家族の生活や支援に関する相談に応じるとともに、関係機

関と連携し、障がいのある方の身近な地域において、安心して生活できる地域の支

援体制をつくることを目的とし、「総合的・専門的な相談支援」「地域の相談支援の

ネットワーク作り」「権利譲渡・虐待防止に関する周知啓発」及び「障害者差別に

関する相談支援」等を行っている土浦市を視察することにより、今後の委員会活動

に生かすことを目的とする。 

 

 

 ３ 千葉県浦安市 

  『妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援について』 

    少子化対策は、中長期的な視点に立って実施することが必要であり、浦安市では、

結婚・妊娠・出産・子育てにわたる切れ目のない支援を行うため、さまざまな少子

化対策に有効な事業を実施できる財源として３０億円の基金を設置しており、安心

してこどもを産み育てられる環境を提供するため、妊娠・出産・子育て期にわたる

相談支援に関する事業や産じょく期の母子の心と体のケアに関する事業、子育て中

の親の心と体の負担感を軽減するための事業などを中心に基金を活用した事業を

展開されている浦安市を視察することにより、今後の委員会活動に生かすことを目

的とする。 

 



鎌ヶ谷市 

                                         

 

１ 視察日時  平成３１年１月８日（火） １４：００～１５：３０ 

 

２ 調査事項  『適応指導教室「ふれあい談話室」について』 

 

３ 事業内容（説明内容） 

        別添資料のとおり 

４ 主な質疑応答 

Ｑ１ 学校に行く意味がわからないと言っていたＣ子さんが、ふれあい談話室に通うよ

うになって、ふれあい談話室に来るのが楽しみになったという話しがあったが、

どのような指導をされたのか。 

Ａ１ 小学校１年生の４月から１カ月間ほどは学校に通っていたが、いつの間にか学校

は私の居場所ではないと感じるようになり、離れていった。夏休み前までは、保

護者と一緒に毎朝学校に来て自分で育てている朝顔の花に水だけはやっている

ような児童だった。ここに来て楽しいというのは、自分が何かできるようになっ

た喜びを味わえたのではないかと思う。また、個別で対応できたのが良かったの

ではないかと思う。 

 

 Ｑ２ ふれあい談話室の利用者数は何人か。 

 Ａ２ 今年度になってから、こちらに関わっている児童・生徒は、１８名いる。 

    そのうち６名が学校へ復帰し、残りの１２名が現在ここに関わっている。 

    特性を持った児童・生徒が多いので、毎日ここに来るというわけではなく、自分

が来れる日に来ている。週１回しか来ない児童・生徒もいれば、週４～５回来る

児童・生徒もいる。 

 

Ｑ３ ふれあい談話室に来る小・中学生の割合はどうなっているか。 

Ａ３ 中学生が多い。小学生は４名。 

   （補足）年々小学生が微増している。ふれあい談話室のスタート時は、中学生の

不登校対策という形で発足した。学校においては、発達支援必要なお子さんに対

して支援等を行っているが、学校以外の支援の場所ということでここが機能しつ

つある。小学生も微増しているというのが現状である。 

   （補足）鎌ヶ谷市は特別支援教育に関して非常に手が入っている。 

   市任用の「ほほえみ先生」と呼ばれる教職員を配置している。特別支援学級に入



るほどではないが、軽度の発達障害のお子さんを面倒みてくださるような先生た

ちを各学校１名ずつ、大規模な小学校には２名配置している。また、特別支援学

級や肢体不自由等で特別支援学校に行くほどではないというお子さんに対して

は６８名の「介助員」という方を配置している。そういうこともあり、特別支援

が必要なお子さんをお持ちの親御さんが、わざわざ転校して鎌ヶ谷市の学校に通

いたいという方もいる。 

 

Ｑ４ 特別支援が必要な児童生徒の不登校と健常者の児童生徒の不登校と２つのパタ

ーンがあるのか。 

Ａ４ ２つある。 

 

Ｑ３ 小学生のうちに不登校の児童を適正にしてあげれば、中学校に行ってからの不登

校はある程度改善できると思われるか。 

Ａ５ はい、そう思う。不登校に発展する前になんとかできる子もたくさんいる。 

   千葉県内の不登校の増加率は高いが、鎌ヶ谷市は横ばいである。 

   また、鎌ヶ谷市の全中学校には県から加配教員をいただき、学校の中に校内適応

指導教室があり、教室には入れないが、学校には来れるという生徒の居場所もあ

る。 

 

Ｑ６ 八代市の適応指導教室は、古い施設で行っている。また、小学生の利用申請があ

り、小学生と中学生の学習の場を分けて指導しなければならない状況や教室が不

足するという事態から、建て替えの検討も視野にいれているが、こちらではどう

か。鎌ヶ谷市では以前の施設からこちらに移った経緯等はわかるか。 

Ａ６ 以前は、鎌ヶ谷市の文化ホールの中にあった。建替えの時に公民館を無くしたた

め、青少年センターと一緒にこちらに移転したという経緯がある。 

   以前の建物の中には市民に貸出している公民館があったが、ここは学習推進セン

ターとして建てられた施設なので、残念ながらない。しかし、鎌ヶ谷市のど真ん

中にあり、児童・生徒が通いやすいという利点がある。 

 

Ｑ７ 不登校になったお子さんに対する家庭全体の関わり方は、どの程度必要になるの

か。 

Ａ７ ふれあい談話室としての機能は、家に引きこもっているお子さんが学校に通える

ようになる中間施設の位置づけである。無理やり学校に行かせるものではない。

家庭にこもっている段階の子は、親御さんがいろいろ課題をかかえている場合も

ある。その場合、鎌ヶ谷市では子育て総合相談室と連携を取りながらやっている。



総合相談室にも元教員が配置されており、虐待や経済的支援、経済以外の支援等

必要なやり取りをしている。 

   特別支援に関しても、県立特別支援学校のスペシャリストの方を指導主事に入っ

ていただき、横の連携も取っている。 



※視察の様子 

   

 

   

 



土浦市 

                                         

 

１ 視察日時  平成３０年１月９日（水） １０：００～１２：００ 

 

２ 調査事項  『障がい者基幹型相談支援センターについて』 

 

３ 事業内容（説明内容） 

       別添資料のとおり 

４ 主な質疑応答 

Ｑ１ 以前から社協で相談支援事業をされており、平成２５年から基幹相談支援センタ

ーと支援を行っておられるが、市としてなぜ基幹相談支援センターを作られたの

か、また、その経緯は。社協としての対応は何か変わったことがあるか。 

Ａ１ 一般的な相談支援事業に加え、専門的な相談も増加していたので、専門的な職員

が必要であるということと困難事例等も増加していたので、国のメニューの創設

とともに基幹型相談支援センターは必要なのではないかということで委託をし

て行っている。 

   （補足）ふれあいネットワークという土浦市が誇る障害者・高齢者の相談窓口が、

茨城県全体でやっている茨城県地域ケアシステムというのが平成６年から県の

肝いりで地域の福祉の相談をやって行こうという事業が前提にあり、その発祥の

地である土浦の霞ヶ浦医療センターという病院が脳梗塞の患者さんが退院して

もまた脳梗塞を引き起して戻ってくるというのでは困るという考えから、地域包

括ケアシステムの前提となるようなことを医療側が出前をしてやるような形を

作り始めた。それを県が茨城県の地域ケアシステムという相談体系を作ろうと全

県的にやったという母体が茨城県の中核にある。それを平成６年から土浦市がや

っていた経過があり、土浦市に県から出向していた当事の助役がこれを土浦市で

基盤として取り組んで欲しいという力があって、ふれあいネットワークが土浦市

にできたというのが第一のものであって、これを高齢者だけでなく、障害者にも

やっていこうというので、やってきた。県は介護というか高齢者のみのシステム

であったが、土浦市は全体的にファミリーケアとしてやっていこうということで、

ずっとやっていた。平成２４年の障害者自立支援法等の改正の時に、せっかく、

ふれあいネットワークというのもがあるので、国の補助を利用して、尚且つ、こ

のふれあいネットワークに重みをつけようということと、法律の改正のときに、

虐待防止センターを設置するというのは義務付けられているものであるから、専

門的な相談をするのには、専門職の確保、虐待の対応は専門職でないとなかなか



できないということもあったので、期間的な相談センターの専門的な役割プラス

虐待防止センターを一緒に社会福祉協議会に委託したという経緯がある。なので、

法律の整備で国の補助をもらうというのも土浦の財政的なメリットとしてやっ

たが、事前に地域ケアシステムという土壌もあったということもあった。 

 

Ｑ２ 相談員一人当たりの相談件数は。 

Ａ２ 一人当たりでのカウントはしていない。 

   精神障害に関する相談については、社会福祉士の資格を持つ職員が専属で対応し

ており、９０７件には、センターで受けたものと地区公民館で開催されるふれあ

いネットワークの中の地区ケアコーディネータという相談を受ける社協職員が

受けたものが含まれる。 

 

Ｑ３ 基幹相談センターということで、いろんな事業所への指導とか困った時に手助け

するところというイメージがあるが、そういった各事業所からの相談もこの件数

に含まれるか。 

Ａ３ 数的には多くないが含まれている。困難ケースについては、毎月１回基幹相談支

援センターの連絡会議の中で、他の相談支援事業所の意見を聞く機会を設けてい

る。それでも、相談窓口としてはまだまだ不十分と感じる。 

 

Ｑ４ 精神科の患者さんの相談があるが、地域活動支援センターの活用はあるか。 

Ａ４ 基幹相談支援センターと地域活動支援センターの連携は当然ある。 

   退院にあたっての支援や何かやりたいが行ける所はないかといった相談があった

時は、地域活動支援センターが関わり、地域支援事業の１つである生活訓練のた

めの事業を行っており、そちらも利用できるようになっている。 

   （追加）相模原の事件後、法律的に精神科のほうの地域ケアシステムを整備する

ようなって、退院調整時には、土浦保健所が退院計画を立て支援しなければなら

ないという仕組みになっている。保健所から土浦市障害福祉課に連絡があり、そ

こで退院カンファレンスをやっている。その時に基幹相談支援センターの職員も

入り、困難ケース以外は相談支援専門員という一般の相談支援事業所の職員に委

託している。基幹相談支援センターには、専門的や困難ケース中心に委託してい

る。 

 

Ｑ５ 基幹相談支援センターを社協に委託されているが、社協の体制、組織はどのよう

になっているのか。 

Ａ５ 大きく分けて、地域福祉グループと福祉相談グループの２つに分かれている。 



   本部は土浦市の総合福祉会館の４階に事務局あり、そこで地域福祉グループは総

務係と事業に関わっている係があり、福祉相談グループは３つの係と包括支援セ

ンターがある。グループの中で、高齢者、障害者、生活困窮者などのさまざまな

相談の窓口になっている。 

 

Ｑ６ 社協の人数はどれくらいか。 

Ａ６ １０８名の体制をとっている。 

   職員は４０名程度であるが、嘱託職員や臨時職員等がいる。 

 

Ｑ７ 民間の相談支援事業所に委託をしていらっしゃるが、その事業所数は。 

Ａ７ 身体障害者１事所、知的障害者１事業所、精神障害者１事業所の３つの事業所、

プラス社会福祉協議会に委託している。 

 

Ｑ８ 土浦市さんでは、専門職の労働力不足を懸念されているか。 

Ａ８ はい。地域包括センターを運営するには主任ケアマネジャが必要になってくるが、

主任ケアマネジャの資格を取得するための条件がだんだん厳しくなってきており、

市直営にするとそこにずっと勤務しなければ主任ケアマネジャの資格が取れない

状況であり、人事異動があるので、土浦市の状況では難しい。そのため、民間・

社会福祉協議会に委託し、医療法人に分散した。 

  

Ｑ９ 社会福祉協議会へ市から支払われる人件費は、何％くらいか。 

Ａ９ １００％ 

   補助金、委託料、指定管理料合わせて、金額はちょっと今わからないが、１００％

土浦市から出している。 

 

Ｑ10 基幹相談支援センターについては、困難な事例も多く、専門的な知識が必要と思

うが、少ない職員でどのように対応されているのか。 

Ａ10 定期的に定例会、基幹相談支援センターの事務長会議を月１回開催し、その時に

精神保健福祉士等の専門職がいる精神のほうの一般相談を受けている事業所の職

員に来てもらい協議をしている。また、ふれあいネットワークの中に必ず保健福

祉部の職員が入っており、そういうときに知恵を借りている。 

   電話相談の時、月 1 回の会議を待たずに対応をしたいと感じるので、常駐の職員

が欲しいという希望がある。 

 

 



Ｑ11 ふれあいネットワークの中に８つのコミュニティセンターや公民館あるが、土浦

市さんはこの地区の中に住民自治組織ができているのか。 

Ａ11 ８つの各地区公民館に事務局をおき、地区市民委員会というのを市民活動課主管

課となりやっている。市民委員会のほうでは、環境や教育、文化といったカテゴ

リーに分かれて市民の中でグループを作り、コミュニティセンター毎に何をやる

のかを決めている。市民委員会は、ふれあいネットワークには入っていない。た

だ、住民自治の活動の中に民生委員がいることもある。それから、福祉部のほう

に入っている方もいる。 

 

Ｑ12 基幹相談支援センターを立ち上げる時、社会福祉協議会へ委託しようとなったの

は、事前の相談事業の割合が他の事業所より社会福祉協議会のほうが多かったか

らなのか。 

Ａ12 その時の上層部の判断だと思う。予想すると、１８年に包括支援センターを社協

に委託したときの考え方として、社会福祉協議会は専門職が揃うだろうというこ

とで委託した経過があり、障害者の専門相談も社会福祉協議会で専門職を揃える

ことが出来るのではないかというつながりがあったと思う。基幹相談支援センタ

ーを立ち上げる時に、虐待防止センターも設置することとなり、虐待防止センタ

ーは市の直営でも委託でもできるが、土浦市では２４時間の電話相談等で対応を

しなければならないので、市直営では勤務体制等が難しいということで、社会福

祉協議会へお願いするという考え方になったと思われる。そうなった時に、虐待

防止センターは専門職員を揃えなければならない、また、基幹相談支援センター

も専門職員を揃えなければならない。そこで、２つのセンターを一緒に社会福祉

協議会へお願いをしたという背景があったと思われる。 



※視察の様子 

    

 

  



浦安市 

                                        

 

１ 視察日時  平成３１年１月１０日（木） １０：００～１１：３０ 

 

２ 調査事項  『妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援について』 

 

３ 事業内容（説明内容） 

別添資料のとおり 

４ 主な質疑応答（01：07：42） 

Ｑ１ 浦安市内保育園での乳児の受入れは、どの時期から行っているか。 

Ａ１ 認可保育園での受入れは、生後５７日目から就学前までという保育園が多い。 

   また待機児童も多い。 

 

Ｑ２ iPad でアプリを開発されたと説明があったが、閲覧は、個人でいつでもできる

のか。 

   また、市外へ転出した後もそのシステムを活用できるのか。 

Ａ２ 子育てケアプランを作成するのはお母さんではなく、子育てケアマネジャがお母

さんから聞き取りした内容を iPadの操作をしながら作成している。作成したも

のを印刷して手渡ししており、お母さん方には、データではなく紙で確認しても

らっている。 

   iPadを閲覧できるのは、主に子育てケアマネジャである。 

 

Ｑ３ 事業の内容等、今まだ発展段階というような印象を受けたが、順天堂大学と共同

による事業の効果測定研究調査では満足度が大変高いというような説明を伺っ

た。そこで、これから先の流れとしてどういった課題があるか。 

Ａ３ この事業の課題については、子育てケアプラン作成をする担い手が不足している。

今、保健師、子育てケアマネジャを中心にやっているが、子育てケアマネジャは、

傾聴に長けている方を養成し、なっていただいている。保健師については、実際

の業務でもすごく不足しており、今足りない状態である。そういった方々を確保

していくというのが今一番の課題になっている。 

   子育てケアプランを作成していただく方を確保できれば、土曜日や日曜日、また

２回目・３回目の子育てケアプラン作成をすることができるようになるので、市

民サービスを上げることができると思っている。 

 



 Ｑ４ 子育てケアマネジャは、浦安市さんのほうで研修して認定しているということで

あったが、資格取得後は市の委託事業者として認定しているのか。 

 Ａ４ 現在、非常勤ということで勤務していただいている。非常勤職員の扱いをしてい

る。 

 

Ｑ５ 見守りが必要な方と説明があったが、具体的にはどのような方か。 

Ａ５ 基本は、ハイリスクの基準に入る家庭の方が多い。 

   例えば、精神的に不安定な方やハイリスクまではいかないが育児不安が強い方、

経済的な不安がある方等である。 

 

Ｑ６ 八代市では、産後うつが非常に問題だと聞いたことがあるが、これも重要な課題

として捉えるべき問題なのか。 

Ａ６ 産後うつは、浦安市でも重要な課題だと捉えている。基本はハイリスクの基準に

入る家庭が多い。 

産後うつの方のサポートとして、産後ケアというのを実施している。出産して数

日して産院を出ると、いきなり孤立して母と子だけになってしまうため、産後う

つ状態になる方も多い。そういった方に身体を休めていただいて、お子さんとの

愛着形成とか授乳の仕方とかをサポートしてから自宅に帰してあげたいというこ

とで、現在この事業をやっている。 

それに加えて、産後２週間と１ヶ月のときに産婦検診をやっている。 

 

Ｑ７ 産後うつの発見はどうやっているのか。 

Ａ７ 産後検診でほぼ分かる。それから助産師による聞き取りから分かる。 

   基本的に産院に任せているので、そちらから情報をいただいている。 

 

Ｑ８ 子育て応援チケットは、全体的に利用されているか。 

Ａ８ 利用率は高い。９割くらいの方の利用がある。 

   一番利用が多いのは、オムツや洋服購入等の物販に対するサービスである。 

   また、浦安市の方では、「理由を問わない一時預かり」というのをやっている。

以前は病気や就労をする前提での一時預かりがメインであったが、私的理由だと

月に１～２回程度しか預かっていなかった。そこで、浦安市では理由を問わない、

理由は何でもいいから空きがあればいつでも使える一時預かりやっている。お母

さんがリフレッシュや買い物等でも使っていただける一時預かりを市内の幼稚園

の空き教室を利用してやっている。こちらの利用もかなり多い。 



※視察の様子 

  

 

  

 

 




























































